
衛生管理者免許試験 公表問題 
 

関係法令（有害業務） 
 

 

① 安全衛生管理体制 

② 作業主任者 

③ 譲渡等の制限等 

④ 定期自主検査 

⑤ 製造の禁止と許可 

⑥ 表示等・文書の交付等・有害性の調査 

⑦ 安全衛生教育（特別教育） 

⑧ 作業環境測定 

⑨ 特殊健康診断項目と法規制 

⑩ 健康管理手帳 

⑪ 労働安全衛生規則の衛生基準 

⑫ 有機溶剤中毒予防規則 

⑬ 特定化学物質障害予防規則 

⑭ 電離放射線障害防止規則 

⑮ 酸素欠乏症等防止規則 

⑯ 粉じん障害防止規則 

⑰ 石綿障害予防規則 

⑱ じん肺法 

⑲ 報告 

⑳ 労働基準法（時間延長制限業務） 

㉑ 労働基準法（年少者・女性の就業制限） 

 

 

一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会 
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 ㉑ 労働基準法（年少者・女性の就業制限）（関係法令 有害業務） 

【令和 6 年 10 月】 

【 問１０ 】 女性については、労働基準法に基づく危険有害業務の就業制限により次の表の左欄の年

齢に応じ右欄の重量以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならないとされているが、同表に

入れるＡからＣの数値の組合せとして、正しいものは（１）～（５）のうちどれか。 

 

年齢 
重量（単位 ㎏） 

断続作業の場合 継続作業の場合 

満16歳未満 12 ８ 

満16歳以上 

満18歳未満 
Ａ Ｂ 

満18歳以上 30 Ｃ 

 

 Ａ       Ｂ       Ｃ 

（１）20       12       20 

（２）20       12       25 

（３）20       15       25 

（４）25       15       20 

（５）25        15        25 

 

 

▶▶解説◀◀ 

（１）（２）（３）（５）誤り 

（４）正しい：労基法第 64条の３（危険有害業務の就業制限）第３項、女性則（危険有害業務の就業

制限の範囲等）第３条。 

＊解答＊ （４） 
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 ㉑ 労働基準法（年少者・女性の就業制限）（関係法令 有害業務） 

【令和 5 年 10 月】 

【 問１０ 】 労働基準法に基づき、満 18 歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当しないもの

は次のうちどれか。 

（１）さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務 

（２）著しく寒冷な場所における業務 

（３）20kgの重量物を継続的に取り扱う業務 

（４）超音波にさらされる業務 

（５）強烈な騒音を発する場所における業務 

 

 

▶▶解説◀◀ 

※ 労働基準法第 62条（危険有害業務の就業制限）第１項、年少則第７条（重量物を取り扱う業務）、

第８条（年少者の就業制限の業務の範囲）。 

（１）（２）（３）（５）該当する 

（４）該当しない 

＊解答＊ （４） 
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 ㉑ 労働基準法（年少者・女性の就業制限）（関係法令 有害業務） 

【令和 5 年 4 月】 

【 問１０ 】 労働基準法に基づく有害業務への就業制限に関する次の記述のうち、誤っているものは

どれか。 

（１）満18歳未満の者は、多量の低温物体を取り扱う業務に就かせてはならない。  

（２）妊娠中の女性は、異常気圧下における業務に就かせてはならない。  

（３）満18歳以上で産後８週間を経過したが１年を経過しない女性から、著しく暑熱な場所におけ

る業務に従事しない旨の申出があった場合には、当該業務に就かせてはならない。  

（４）満18歳以上で産後８週間を経過したが１年を経過しない女性から、さく岩機、鋲打機等身体

に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に従事したい旨の申出があった場合には、当

該業務に就かせることができる。  

（５）満18歳以上で産後１年を経過した女性は、多量の低温物体を取り扱う業務に就かせることが

できる。  

 

 

▶▶解説◀◀ 

労基法第 62条（危険有害業務の就業制限）、第 64条の３（危険有害業務の就業制限） 

（１）正しい：年少則第 8条（年少者の就業制限の業務の範囲）第 1項㊲。 

（２）正しい：女性則第 2条（危険有害業務の就業制限の範囲等）第 1項㉓。 

（３）正しい：女性則第 2条（危険有害業務の就業制限の範囲等）第 1項⑳、第 2項。 

（４）誤り：女性則第 2条（危険有害業務の就業制限の範囲等）第 1項㉔、第 2項。 

（５）正しい：女性則第 2条（危険有害業務の就業制限の範囲等）第 1項㉑、第 2項。 

＊解答＊ （４） 
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 ㉑ 労働基準法（年少者・女性の就業制限）（関係法令 有害業務） 

【令和 4 年 10 月】 

【 問１０ 】 労働基準法に基づき、満17歳の女性を就かせてはならない業務に該当しないものは次の

うちどれか。 

（１）異常気圧下における業務 

（２）20㎏の重量物を断続的に取り扱う業務 

（３）多量の高熱物体を取り扱う業務 

（４）著しく寒冷な場所における業務 

（５）土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 

 

 

▶▶解説◀◀ 

労基法第 62条（危険有害業務の就業制限）第 2項、年少則第 8条（年少者の就業制限の業務の範囲） 

（１）該当する：㊶。 

（２）該当しない：満 16歳以上満 18歳未満の女性は、25kg以上の重量物を断続的に取り扱う業務に

は就かせてはならない。 

（３）該当する：㊱。 

（４）該当する：㊲。 

（５）該当する：㉞。 

＊解答＊ （２） 
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 ㉑ 労働基準法（年少者・女性の就業制限）（関係法令 有害業務） 

【令和 4 年 4 月】 

【 問１０ 】 労働基準法に基づき、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当しないもの

は次のうちどれか。 

（１）病原体によって著しく汚染のおそれのある業務 

（２）超音波にさらされる業務 

（３）多量の高熱物体を取り扱う業務 

（４）著しく寒冷な場所における業務 

（５）強烈な騒音を発する場所における業務 

 

▶▶解説◀◀ 

労基法第 62条（危険有害業務の就業制限）第 2項、年少則第 8条（年少者の就業制限の業務の範囲） 

（１）該当する：㊶。 

（２）該当しない 

（３）該当する：㊱。 

（４）該当する：㊲。 

（５）該当する：㊵。 

＊解答＊ （２） 
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 ㉑ 労働基準法（年少者・女性の就業制限）（関係法令 有害業務） 

【令和 3 年 10 月】 

【 問１０ 】 女性については、労働基準法に基づく危険有害業務の就業制限により次の表の左欄の年齢

に応じ右欄の重量以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならないとされているが、同表に入れる

ＡからＣの数値の組合せとして、正しいものは(１)～(５)のうちどれか。 

年齢 
重量（単位 kg） 

断続作業の場合 継続作業の場合 

満 16歳未満 Ａ ８ 

満 16歳以上満 18歳未満 Ｂ 15 

満 18歳以上 30 Ｃ 

Ａ   Ｂ   Ｃ  

（１）10   20   20  

（２）10   20   25  

（３）10   25   20  

（４）12   20   25  

（５）12   25   20  

 

▶▶解説◀◀ 

労基法第 64条の３（危険有害業務の就業制限）第 1項、女性則第 2条（危険有害業務の就業制限の

範囲等）第 1項①。 

＊解答＊ （５） 
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 ㉑ 労働基準法（年少者・女性の就業制限）（関係法令 有害業務） 

【令和 2 年 10 月】 

【 問１０ 】 労働基準法に基づき、全ての女性労働者について、就業が禁止されている業務は次のう

ちどれか。 

（１）異常気圧下における業務 

（２）多量の高熱物体を取り扱う業務 

（３）20kgの重量物を継続作業として取り扱う業務 

（４）さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務 

（５）病原体によって著しく汚染のおそれのある業務 

 

 

▶▶解説◀◀ 

全ての女性労働者の就業が禁止されている業務は、年齢の区分に応じ所定の重さ以上の「重量物を

取り扱う業務（女性則第 2条第 1項①）」と「鉛等の有害物を発散する場所の区分に応じて、当該場所

において行われる所定の業務（女性則第 2 条第 1 項⑱）」である。労基法第 64 条の 3（危険有害業務

の就業制限）。女性則第 2条（危険有害業務の就業制限の範囲等）第１項、第 2項、女性則第 3条。 

（１）可能：女性則第 2条第１項㉓。 

（２）可能：女性則第 2条第１項⑲。 

（３）禁止：女性則第 2条第１項①。 

（４）可能：女性則第 2条第１項㉔。 

（５）該当なし 

＊解答＊ （３） 
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 ㉑ 労働基準法（年少者・女性の就業制限）（関係法令 有害業務） 

【令和2年4月】 

【 問１０ 】 労働基準法に基づき、全ての女性労働者について、就業が禁止されている業務は次のう

ちどれか。 

（１）異常気圧下における業務 

（２）多量の高熱物体を取り扱う業務 

（３）20kgの重量物を継続作業として取り扱う業務 

（４）さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務 

（５）著しく寒冷な場所における業務 

 

 

▶▶解説◀◀ 

全ての女性労働者の就業が禁止されている業務は、年齢の区分に応じ所定の重さ以上の「重量物を

取り扱う業務（女性則第 2条第 1項①）」と「鉛等の有害物を発散する場所の区分に応じて、当該場所

において行われる所定の業務（女性則第 2 条第 1 項⑱）」である。労基法第 64 条の 3（危険有害業務

の就業制限）。女性則第 2条（危険有害業務の就業制限の範囲等）第１項、第 2項、女性則第 3条。 

（１）可能：女性則第 2条第１項㉓。 

（２）可能：女性則第 2条第１項⑲。 

（３）禁止：女性則第 2条第１項①。 

（４）可能：女性則第 2条第１項㉔。 

（５）可能：女性則第 2条第１項㉒。 

＊解答＊ （３） 

 

  



 

Page  9  

 ㉑ 労働基準法（年少者・女性の就業制限）（関係法令 有害業務） 

【平成 31 年 4 月】 

【 問１０ 】 労働基準法に基づき、全ての女性労働者について、就業が禁止されている業務は次のうち

どれか。 

（１） 2 0 k g 以上の重量物を継続的に取り扱う業務 

（２） さく岩機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務 

（３） 異常気圧下における業務 

（４） 著しく寒冷な場所における業務 

（５） 病原体によって汚染された物の取扱いの業務 

 

 

▶▶解説◀◀ 

（１）禁止：労働基準法第 64条の３（危険有害業務の就業制限）。女性則第２条（危険有害業務の就

業制限の範囲等）第１項①。 

（２）可能：女性則第２条第１項㉔。 

（３）可能：女性則第２条第 1項㉓。 

（４）可能：女性則第２条第１項㉒。 

（５）可能：年少則第８条第１項㊶。 

（３）異常気圧下、（４）著しく寒冷な場所における業務は、妊娠中の女性及び産後 1年を経過し

ない女性で、本人が申し出た場合はその業務に就かせてはならない。なお、（２）身体に著しい振動

を与える機械器具を用いて行う業務は、妊娠中の女性及び産後 1年を経過しない女性は本人の申出

の有無にかかわらず就かせてはならない。労基法第 64条の３（危険有害業務の就業制限）。女性則

第２条。 

＊解答＊ （１） 
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 ㉑ 労働基準法（年少者・女性の就業制限）（関係法令 有害業務） 

【平成 30 年 10 月】 

【 問１０ 】 労働基準法に基づく有害業務への就業制限に関する次の記述のうち、誤っているものはど

れか。 

（１） 妊娠中の女性は、異常気圧下における業務に就かせてはならない。 

（２） 満 18 歳以上で産後８週間を経過したが１年を経過しない女性から、著しく寒冷な場所におけ

る業務に従事しない旨の申出があった場合には、当該業務に就かせてはならない。 

（３） 満 18 歳以上で産後８週間を経過したが１年を経過しない女性から、さく岩機、鋲打機等身体

に著しい振動を与える機械器具を用いる業務に従事したい旨の申出があった場合でも、当該業

務に就かせてはならない。 

（４） 満 18 歳以上で産後１年を経過した女性から、20kgの重量物を継続作業で取り扱う業務に従事

したい旨の申出があった場合には、当該業務に就かせることができる。 

（５） 満 18 歳未満の者は、土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務に

就かせてはならない。 

 

 

▶▶解説◀◀ 

（１）正しい：女性則第２条第１項㉓。 

（２）正しい：女性則第２条第１項㉒、第２項。 

（３）正しい：女性則第２条第１項㉔。 

（４）誤り：20kg以上の重量物を継続作業で取り扱う業務に就かせてはならない。女性則第２条第１

項① 

（５）正しい：労基則第 62条、年少則第８条第１項㉞ 

所定の重さ以上の重量物を取り扱う作業及び有害物を発散する場所での作業には、女性を就かせて

はならない。異常気圧下、多量の高熱物体を取り扱う業務は、妊娠中の女性及び産後１年を経過しな

い女性で、本人が申し出た場合はその業務に就かせてはならない。なお、身体に著しい振動を与える

機械器具を用いて行う業務は、妊娠中の女性及び産後１年を経過しない女性を就かせてはならない。 

＊解答＊ （４） 
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 ㉑ 労働基準法（年少者・女性の就業制限）（関係法令 有害業務） 

【平成 30 年 4 月】 

【 問１０ 】 労働基準法に基づき、全ての女性労働者について、就業が禁止されている業務は次のうち

どれか。 

（１）異常気圧下における業務 

（２）多量の高熱物体を取り扱う業務 

（３）20kgの重量物を継続作業として取り扱う業務 

（４）削岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務 

（５）強烈な騒音を発する場所における業務 

 

 

▶▶解説◀◀ 

（１）就業が禁止されていない：女性則第２条第１項㉓・第２項。 

（２）就業が禁止されていない：女性則第２条第１項⑲・第２項。 

（３）就業が禁止されている：労基法第 64条の３（危険有害業務の就業制限）①。 

（４）就業が禁止されていない：女性則第２条第１項㉔・第２項。 

（５）就業が禁止されていない：年少則第 8条第 1項㊵。 

異常気圧下、多量の高熱物体を取り扱う業務は、妊娠中の女性及び産後 1年を経過しない女性で、

本人が申し出た場合はその業務に就かせてはならない。なお、身体に著しい振動を与える機械器具

を用いて行う業務は、妊娠中の女性及び産後 1年を経過しない女性を就かせてはならない。 

＊解答＊ （３） 

 


